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御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 規 約

昭 和 45年 12月 25日

規 約 第 １ 号

第 １ 章 総 則

（ 組 合 の 名 称 ）

第 １ 条 こ の 組 合 は 、 御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。 ） と い う 。

（ 組 合 を 組 織 す る 地 方 公 共 団 体 ）

第 ２ 条 組 合 は 御 坊 市 、 美 浜 町 、 日 高 町 、 由 良 町 、 印 南 町 及 び 日 高 川 町 （ 以 下 「 関

係 市 町 」 と い う 。 ） を も っ て 組 織 す る 。

（ 共 同 処 理 す る 事 務 ）

第 ３ 条 組 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 共 同 処 理 す る 。

（ １ ） 広 域 市 町 村 圏 の 振 興 整 備 に 関 す る 計 画 の 策 定 及 び 広 域 市 町 村 圏 計 画 に 基 づ く

事 業 の 実 施 の 連 絡 調 整 に 関 す る 共 同 事 務

（ ２ ） ご み 処 理 施 設 の 設 置 及 び 維 持 管 理 並 び に 運 営 に 関 す る こ と 。

（ ３ ） し 尿 処 理 施 設 の 設 置 及 び 維 持 管 理 並 び に 運 営 に 関 す る こ と 。

（ ４ ） 広 域 青 少 年 補 導 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 並 び に 運 営 に 関 す る こ と 。

（ ５ ） ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） に 係 る 事 業 実 施 に 関 す る 事

務

（ ６ ） 介 護 認 定 審 査 会 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る こ と 。

（ ７ ） 障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 １ ５ 条 に 規 定 す る 審 査 会

の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る こ と 。

（ 事 務 所 の 位 置 ）

第 ４ 条 組 合 の 事 務 所 は 、 和 歌 山 県 御 坊 市 湯 川 町 財 部 ６ ５ １ 番 地 に 置 く 。

第 ２ 章 議 会

（ 議 会 の 組 織 及 び 議 員 の 選 挙 の 方 法 ）

第 ５ 条 組 合 の 議 会 議 員 （ 以 下 ｢組 合 議 員 ｣と い う 。 ） の 定 数 は １ ３ 人 と し 、 関 係 市

町 の 定 数 は 、 次 の と お り と す る 。

御 坊 市 ３ 人

美 浜 町 ２ 人

日 高 町 ２ 人

由 良 町 ２ 人
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印 南 町 ２ 人

日 高 川 町 ２ 人

２ 組 合 議 員 は 、 関 係 市 町 の 議 会 に お い て 選 挙 さ れ た 者 及 び 長 を も っ て 充 て る 。 た

だ し 、 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 関 係 市 町 の 長 で あ る も の が 管 理 者 又 は 副 管 理

者 に 選 任 さ れ た と き は 、 当 該 市 町 の 副 市 町 長 を も っ て 充 て る 。

３ 前 項 た だ し 書 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 市 町 の 副 市 町 長 が 欠 け て い

る と き 、 又 は 当 該 市 町 の 条 例 に よ り 副 市 町 長 を 置 い て い な い と き は 、 長 の 指 定 す

る 者 を も っ て 充 て る 。

（ 組 合 議 員 の 任 期 ）

第 ６ 条 組 合 議 員 の 任 期 は 、 関 係 市 町 の 議 会 議 員 及 び 長 と し て の 任 期 に よ る 。

２ 組 合 議 員 は 、 関 係 市 町 の 議 会 議 員 又 は 長 で な く な っ た と き は 、 そ の 職 を 失 う 。

（ 議 長 及 び 副 議 長 ）

第 ７ 条 組 合 の 議 会 に 、 議 長 及 び 副 議 長 各 １ 人 を 置 く 。

２ 議 長 及 び 副 議 長 は 、 組 合 議 員 の う ち か ら 組 合 議 会 に お い て 選 挙 す る 。

３ 議 長 及 び 副 議 長 の 任 期 は 、 組 合 議 員 の 任 期 に よ る 。

第 ３ 章 執 行 機 関

（ 執 行 機 関 の 組 織 及 び 選 任 の 方 法 ）

第 ８ 条 組 合 に 管 理 者 、 副 管 理 者 及 び 会 計 管 理 者 各 １ 人 を 置 く 。

２ 管 理 者 及 び 副 管 理 者 は 、 組 合 の 議 会 に お い て 関 係 市 町 の 長 の う ち か ら 選 任 す る 。

３ 会 計 管 理 者 は 、 管 理 者 の 属 す る 市 町 の 会 計 管 理 者 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。

４ 前 ３ 項 に 定 め る 者 を 除 く ほ か 、 組 合 に 職 員 を 置 き 、 管 理 者 が こ れ を 任 免 す る 。

（ 管 理 者 及 び 副 管 理 者 の 任 期 ）

第 ９ 条 管 理 者 及 び 副 管 理 者 の 任 期 は 、 関 係 市 町 の 長 と し て の 任 期 に よ る 。

２ 管 理 者 及 び 副 管 理 者 は 、 関 係 市 町 の 長 で な く な っ た と き は 、 そ の 職 を 失 う 。

（ 監 査 委 員 ）

第 １ ０ 条 組 合 に 監 査 委 員 ２ 人 を 置 く 。

２ 監 査 委 員 は 、 管 理 者 が 組 合 議 会 の 同 意 を 得 て 、 組 合 議 員 及 び 財 務 管 理 、 事 業 の

経 営 管 理 そ の 他 行 政 運 営 に 関 し 優 れ た 識 見 を 有 す る 者 （ 以 下 「 識 見 を 有 す る 者 」

と い う 。 ） の う ち か ら 各 １ 人 を 選 任 す る 。

３ 監 査 委 員 の 任 期 は 、 組 合 議 員 の う ち か ら 選 任 さ れ た 者 に あ っ て は 組 合 議 員 の 任

期 に よ る も の と し 、 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 者 に あ っ て は 、 ４ 年 と

す る 。 た だ し 、 後 任 者 が 選 任 さ れ る ま で の 間 は 、 そ の 職 務 を 行 う こ と を 妨 げ な い 。

第 ４ 章 経 費

（ 組 合 の 経 費 の 支 弁 の 方 法 ）
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第 １ １ 条 組 合 の 経 費 は 、 関 係 市 町 の 負 担 金 、 国 庫 支 出 金 、 県 支 出 金 、 借 入 金 、 寄

付 金 及 び そ の 他 の 収 入 を も っ て 充 て る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 関 係 市 町 の 負 担 金 の 割 合 は 、 別 表 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

３ 地 方 交 付 税 （ 普 通 交 付 税 ） の 算 定 に 際 し 、 施 設 所 在 市 町 又 は 知 事 が 定 め る 市 町

に 対 し 、 そ の 基 準 財 政 需 要 額 算 定 に 当 た り 事 業 費 補 正 の 適 用 が あ っ た 場 合 、 当 該

市 町 は 基 準 財 政 需 要 額 の 増 加 需 要 額 に 相 当 す る 額 を 特 別 分 担 金 と し て 負 担 す る も

の と す る 。

第 ５ 章 基 金

（ 基 金 の 設 置 ）

第 １ ２ 条 ふ る さ と 市 町 村 圏 の 振 興 整 備 に 資 す る た め 、 基 金 を 設 置 す る 。

（ 関 係 市 町 か ら の 出 資 ）

第 １ ３ 条 関 係 市 町 は 、 均 等 割 ７ ５ ％ 、 人 口 割 ２ ５ ％ の 割 合 に よ り 基 金 に 出 資 す る

も の と す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 人 口 割 の 人 口 は 、 予 算 の 属 す る 年 度 の 直 前 の 国 勢 調 査 人 口 に よ

る 。

（ 出 資 金 総 額 相 当 額 の 処 分 の 制 限 ）

第 １ ４ 条 基 金 の う ち 関 係 市 町 か ら の 出 資 金 総 額 相 当 額 に つ い て は 、 処 分 す る こ と

が で き な い 。 た だ し 、 ふ る さ と 市 町 村 圏 の 振 興 整 備 の 事 業 等 を 実 施 す る 場 合 に お

い て は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 基 金 財 産 に 対 す る 関 係 市 町 の 権 利 ）

第 １ ５ 条 基 金 財 産 に 対 す る 関 係 市 町 の 権 利 は 、 各 市 町 の 出 資 割 合 に よ る 。

附 則

こ の 規 約 は 、 許 可 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 ４ ６ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 許 可 ）

こ の 規 約 は 、 許 可 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 １ ２ 月 ５ 日 許 可 ）

こ の 規 約 は 、 知 事 の 許 可 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 ５ ６ 年 ９ 月 ８ 日 許 可 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 昭 和 ５ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 組 合 は 、 昭 和 ５ ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日 を も っ て 解 散 す る 御 坊 市 外 七 ヵ 町 村 環 境 衛 生 施

設 事 務 組 合 及 び 御 坊 市 外 七 ヶ 町 村 広 域 青 少 年 補 導 セ ン タ ー 事 務 組 合 の 事 務 を 承 継

す る 。
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３ 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 昭 和 ５ ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日 に 、 御 坊 市 外 七 ヵ 町

村 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 及 び 御 坊 市 外 七 ヶ 町 村 広 域 青 少 年 補 導 セ ン タ ー 事 務 組 合

の 職 員 で あ っ た 者 は 、 こ の 規 約 の 施 行 の 日 に 組 合 の 職 員 に 任 命 さ れ た も の と す る 。

附 則 （ 昭 和 ６ ０ 年 ３ 月 １ ６ 日 許 可 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 昭 和 ６ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 組 合 は 、 昭 和 ６ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て 解 散 す る 日 高 地 方 広 域 行 政 事 務 組 合 の

事 務 を 承 継 す る 。

３ 昭 和 ６ ０ 年 度 に お け る 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 負 担 金 の 割 合 に つ い て は 、 第 ３ 条 第 １

号 か ら 第 ５ 号 ま で に 関 す る 経 費 に あ っ て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る も の と し 、 同 条

第 ６ 号 及 び 第 ７ 号 に 関 す る 経 費 に あ っ て は 、 解 散 前 の 日 高 地 方 広 域 行 政 事 務 組 合

の 規 約 の 例 に よ る 。

附 則 （ 平 成 ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 許 可 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 知 事 の 許 可 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 前 の 規 約 第 ３ 条 第 ７ 号 の 規 定 に 基 づ き 執 行 し た 超 短 波 無 線 電 話 に 関 す る 事

務 に よ り 生 じ た 債 権 債 務 は 、 従 前 の 例 に よ り 組 合 が 処 理 す る 。

附 則 （ 平 成 ７ 年 ９ 月 ２ ９ 日 許 可 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 和 歌 山 県 知 事 の 許 可 の あ っ た 日 か ら 施 行 す る 。

（ 基 金 に 係 る 出 資 割 合 の 特 例 ）

２ 平 成 ７ 年 度 に お け る 関 係 市 町 村 の 出 資 割 合 に つ い て は 、 こ の 規 約 に よ る 改 正 後

の 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 均 等 割 50%、 人 口 割 50%の 割 合 と す る 。

附 則 （ 平 成 １ １ 年 ２ 月 １ ２ 日 許 可 ）

こ の 規 約 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 １ ７ 年 ４ 月 ２ ０ 日 許 可 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 平 成 １ ７ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 約 に よ る 改 正 後 の 規 約 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に 当 た り 、 日 高 川 町

に お い て は 、 次 の よ う に 取 り 扱 う も の と す る 。

（ １ ） 平 成 １ ７ 年 度 に 限 り 、 改 正 前 の 御 坊 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 規 約 第 １ １ 条 第 ２
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項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 廃 置 分 合 前 の 川 辺 町 、 中 津 村 及 び 美 山 村 （ 以 下 「 旧 町

村 」 と い う 。 ） の 負 担 金 を 合 算 し た 額 を 負 担 す る も の と す る 。

（ ２ ） 平 成 １ ８ 年 度 か ら 平 成 ２ ７ 年 度 ま で の 間 （ 平 成 １ ６ 年 度 着 工 の 施 設 建 設 に 係

る 地 方 債 の 元 利 償 還 に 要 す る 経 費 に あ っ て は 、 償 還 終 了 年 度 ま で の 間 ） の 負 担

金 （ 平 成 １ ７ 年 度 以 降 着 工 に 係 る 施 設 の 建 設 及 び 地 方 債 の 元 利 償 還 に 要 す る 経

費 は 除 く 。 ） の 負 担 割 合 に 係 る 均 等 割 に あ っ て は 、 ３ 団 体 分 を 負 担 す る も の と

す る 。

（ ３ ） 平 成 １ ８ 年 度 の 負 担 金 の 負 担 割 合 に 用 い る 人 口 割 、 世 帯 割 、 基 準 財 政 需 要 額

割 及 び 利 用 度 割 に あ っ て は 、 旧 町 村 の 人 口 ・ 世 帯 数 、 基 準 財 政 需 要 額 及 び 利 用

実 績 を そ れ ぞ れ に つ い て 合 計 し た 数 値 を 使 用 す る も の と し 、 平 成 １ ９ 年 度 の 負

担 金 の 負 担 割 合 に 用 い る 利 用 度 割 に あ っ て は 、 日 高 川 町 及 び 旧 町 村 分 の 利 用 実

績 を 合 計 し た 数 値 を 使 用 す る も の と す る 。

附 則 （ 平 成 １ ８ 年 １ 月 ２ ５ 日 規 約 第 １ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 負 担 割 合 の 特 例 ）

２ 御 坊 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 規 約 の 一 部 を 改 正 す る 規 約 （ 平 成 17年 規 約 第 １ 号 ）

附 則 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 は 、 こ の 規 約 に よ る 改 正 後 の 規 約 第 ３ 条 第 ９ 号 に 掲 げ る

事 務 に 係 る 負 担 金 の 負 担 割 合 に は 適 用 し な い 。

附 則 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 ２ ０ 日 規 約 第 １ 号 ）

こ の 規 約 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ２ ０ 年 ２ 月 ４ 日 規 約 第 １ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ５ 条 第 １ 項 の 改 正

規 定 は 、 こ の 規 約 の 施 行 の 日 以 後 、 こ の 規 約 に よ る 改 正 後 の 御 坊 広 域 行 政 事 務 組

合 規 約 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 約 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に 基 づ い て 行

わ れ る 御 坊 市 の 議 会 に お け る 選 挙 か ら 適 用 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 約 に よ る 改 正 前 の 御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 規 約 第 ３ 条 第 ６ 号 の 事 務 の 廃 止

に 伴 い 、 当 該 事 務 に 係 る 経 費 に 剰 余 金 が 生 じ た と き は 、 そ の 剰 余 金 は 、 改 正 後 の

規 約 第 ３ 条 第 １ 号 の 事 務 に 係 る 経 費 に 充 当 す る も の と す る 。

附 則 （ 平 成 ２ １ 年 １ 月 ３ ０ 日 規 約 第 １ 号 ）

こ の 規 約 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 約 に よ る 改 正 前 の 御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 規 約 第 ３ 条 第 ３ 号 の 事 務 の 廃 止

に 伴 い 、 当 該 事 務 に 係 る 経 費 に 剰 余 金 が 生 じ た と き は 、 そ の 剰 余 金 は 、 改 正 後 の

規 約 第 ３ 条 第 １ 号 の 事 務 に 係 る 経 費 に 充 当 す る も の と す る 。
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別 表

区 分 経 費 の 支 弁 方 法

人 口 割 ４ ０ ％

第 ３ 条 第 １ 号 に 関 す る 経 費 基 準 財 政 需 要 額 割 ４ ０ ％

均 等 割 ２ ０ ％

利 用 度 割 ８ ５ ％

第 ３ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 関 す る 経 費 人 口 割 １ ０ ％

均 等 割 ５ ％

御 坊 市 ５ ０ ％

第 ３ 条 第 ４ 号 に 関 す る 経 費 人 口 割 ２ ５ ％
５ 町

均 等 割 ２ ５ ％

人 口 割 （ ４ ０ 歳 以 上 ） ８ ０ ％
第 ３ 条 第 ６ 号 に 関 す る 経 費

均 等 割 ２ ０ ％

人 口 割 ８ ０ ％
第 ３ 条 第 ７ 号 に 関 す る 経 費

均 等 割 ２ ０ ％

臨 時 経 費 に つ い て は 、 そ の 都 度 組
そ の 他

合 議 会 の 議 決 を 経 て 定 め る 。

備 考 負 担 割 合 に 用 い る 人 口 は 、 当 該 予 算 の 属 す る 年 度 の 前 々 年 度 末 現 在 の 住

民 基 本 台 帳 年 報 に よ る 人 口 と し 、 基 準 財 政 需 要 額 ・ 利 用 度 は 、 当 該 予 算 の

属 す る 年 度 の 前 年 度 の 基 準 財 政 需 要 額 及 び 前 々 年 度 の 利 用 実 績 に よ る 。


